
科 目

（資 産 の 部）

流動資産 3,274,500 1,983,702

現 金 及 び 預 金 1,636,410 566,566

受 取 手 形 798,443 798,443

売 掛 金 157,518 19,108

商 品 543,733 83,309

前 払 費 用 20,663 72,254

未 収 入 金 51,039 363,949

短 期 貸 付 金 55,850 9,329

そ の 他 10,840 30,287

固定資産 3,177,643 40,453

有形固定資産 2,986,106 355,162

建 物 536,663 46,963

構 築 物 98,509 241,129

機 械 装 置 42,183 67,069

車 両 運 搬 具 147,912 2,338,864

工 具 、 器 具 及 び 備 品 8,104

土 地 2,152,733 4,113,278

無形固定資産 98 50,000

水 道 施 設 利 用 権 98 2,113,499

電 話 加 入 権 0 1,000,000

投資その他の資産 191,438 1,113,499

出 資 金 200 1,949,779

長 期 貸 付 金 55,081 1,949,779

長 期 前 払 費 用 942 繰 越 利 益 剰 余 金 1,949,779

差 入 保 証 金 90,765

繰 延 税 金 資 産 44,447 4,113,278

資 産 合 計 6,452,143 6,452,143

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡）

長 期 未 払 金

長 期 前 受 金

負 債 純 資 産 合 計

そ の 他 利 益 剰 余 金

利益剰余金

そ の 他 資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金

資本剰余金

負 債 合 計

株主資本

長 期 前 受 収 益

純 資 産 合 計

未 払 法 人 税 等

資  本  金

前 受 収 益

預 り 金

未 払 費 用

前 受 金

賞 与 引 当 金

固定負債

（純資産の部）

（負 債 の 部）

流動負債

買 掛 金

短 期 借 入 金

未 払 金

貸 借 対 照 表
（２０２３年 ３ 月３１日現在）

    （単位：千円）

金 額 金 額科 目



個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

　(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

　　　①  た　な　卸　資　産

　(2）固定資産の減価償却の方法

　　　①　有  形  固  定  資  産

　　　　　（リース資産を除く）

　　　②　無  形  固  定  資  産

　　　　　（リース資産を除く）

　(3）引当金の計上基準

　　　①　貸　倒　引　当　金

　　　②　賞　与　引　当　金

　(4）収益及び費用の計上基準

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアにつきましては、社内における利

用可能期間（５年）に基づいております。

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収

可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年

度に負担すべき額を計上しております。

        時の経過により収益計上しております。

        行っております。当該割賦販売取引において、金利相当分については別途前受収益として計上し、

        顧客との契約において約束された対価から値引き等を控除した金額で測定しております。

          対価については、履行義務の充足日から概ね１ヶ月以内に支払いを受けております。また、顧客

機 械 装 置 及 び 運 搬 具 ２年～15年

工 具 、 器 具 及 び 備 品 ３年～20年

　　　　　自動車販売のうち新車では、自動車メーカーより新車を仕入れ、それを販売しております。中古

　　　　車では、新車代替時の下取車両、オークションによる仕入車両等を販売しております。

　　　　　新車及び中古車（オークション販売を除く）の履行義務については、請求済未出荷契約に準じた

　　　　支配移転の要件を満たした時点（顧客が陸運局から新車又は中古車のナンバーを取得した時点）、

　　　　中古車部門のオークション販売においては落札日に充足されると判断しております。

          自動車販売の取引価格は、顧客との契約に係る現金販売価格で算定しております。また、収益は

          自動車販売関連業務では、車両の整備、点検、車検等のサービスを提供しております。履行義務

      　については、作業完了日に充足されると判断しております。取引価格は、料金表に基づいておりま

        す。また、収益は顧客との契約において約束された対価から値引き等を控除した金額で測定してお

        ります。対価については、履行義務の充足日から概ね１ヶ月以内に支払いを受けております。

        の初期購入費用負担を軽減することを目的として、一部の顧客に対して、割賦販売による取引を

　方法により算定。）

建 物 及 び 構 築 物 ３年～39年

　　　　　・商品及び製品

　　　　　　（新車及び中古車）

　　　　　・商品及び製品

　　　　　　（部品・用品）

個別法による原価法を採用しております。

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの

　方法により算定。）

最終仕入原価法を採用しております。

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの

定率法を採用しております。

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除

く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築

物については定額法を採用しております。



　(5）その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

　　　グループ通算制度の適用

２．会計上の見積りに関する注記

　　・繰延税金資産の回収可能性 

千円

　　　②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

３．株主資本等変動計算書に関する注記

　(1）発行済株式の種類及び総数に関する事項

　(2）自己株式の種類及び株式数に関する事項

　(3）剰余金の配当に関する事項

　　　①　配当金支払額等

　　　　　2022年６月17日開催の第15期定時株主総会決議において、次の通り決議しております。

・ 70,000千円

・ 70,000円

・ 2022年３月31日

・ 2022年６月20日

　　　②　基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

　　　　　2023年６月16日開催予定の第16期定時株主総会において、次のとおり付議いたします。

・ 70,000千円

・ 利益剰余金

・ 70,000円

・ 2023年３月31日

・ 2023年６月19日

繰延税金資産 44,447　　　①　当年度の計算書類に計上した金額

　　　　　当社は、繰延税金資産については、将来減算一時差異を利用できる課税所得が生じる可能性が高

当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

        い範囲内で認識しておりますが、回収可能性の判断は、当社の事業計画に基づいて決定した将来事

前事業年度末の株式数

　　　　業年度の課税所得の見積りを前提としております。

        　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響については、現時点で当該感染症の拡大規模や収束

　　　　時期等の合理的な予測は困難ですが、当社は入手できる情報を踏まえて翌事業年度にかけて業績は

当事業年度増加株式数

　　会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る

        価については、契約時に支払いを受けております。取引価格は料金表に基づいております。返金に

        ついては、返金の条件を満たした場合、所定の手数料を差し引いた金額にて応じております。登録

          自動車販売関連業務の商品のうち、長期間にわたる車検及び点検のメンテナンスパック商品の対

基 準 日

　計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

１株当たり配当額

　　　　回復していくものと仮定しております。

　　　　　課税所得が生じる時期及び金額は、将来の不確実な経済条件の変動によって影響を受ける可能性

　　　　があり、実際に生じた時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度以降において認識する金

　　　　額に重要な変動を与えるリスクがあります。　　　　　　　

株式の種類

普通株式

前事業年度末の株式数

－株

当事業年度増加株式数

        手数料は登録時に収益を認識し、登録手数料以外はサービスの履行に応じて収益を認識しておりま

　　　　す。

当事業年度よりグループ通算制度を適用しております。

配 当 金 の 総 額

効 力 発 生 日

効 力 発 生 日

－株

当事業年度減少株式数

－株

配 当 の 原 資

１株当たり配当額

当事業年度末の株式数

－株

株式の種類

配 当 金 の 総 額

基 準 日

1,000株 －株－株1,000株 普通株式



４．収益認識に関する注記

　　　　１．重要な会計方針に係る事項に関する注記「(4) 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであ

　　　ります。

　　（顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報）


